
 

 

 

 

鉄道用地外からの災害対応について検討開始！ 
～ＪＲ連合が訴え続けた政策課題に大きな一歩～ 

 

国土交通省は 10月 1 日に「第１回鉄道用地外からの災害対応検討会」を開催した。この検討会

は、事業者や関係省庁の参加のもと、「鉄道隣接地における倒木等への事前防災」や「非常災害時

の土地の一時使用」といった課題に対する検討を行うことを目的として設置されたものである。 

 

この動きは、特に保線業務に従事する多くの

組合員から発せられてきた鉄道用地外の管理に

起因する様々な課題を踏まえて、ＪＲ連合がこ

の間主張し続けてきた政策要望を国土交通省が

重く受け止めた結果であり、我々にとって大き

な前進であると評価する。 

 

第 1 回検討会では、ＪＲ東日本やＪＲ西日本

などの鉄道事業者の事例紹介が行われるととも

に、林野庁が策定した「森林整備保全事業計画

（令和元年５月 28 日閣議決定）」の概要が同庁

より示された。当該計画は、「流木や風倒木等に

よる鉄道への二次的被害により、通行止めが長

期かつ広域にわたり発生するなど地域住民への

深刻な影響も顕在化してきている」との課題認

識のもと、「道路等に近接する森林において、

鉄道会社と適切に連携を図りつつ、復旧にむけ

た被害木の処理や多様な樹種の植栽、危険木の

除去を含む間伐等の予防的な取り組みを推進す

る」方針が示されている。加えて、林野庁が

2020 年度予算概算要求で「重要インフラ施設周

辺森林整備事業【特定森林再生事業】」の創設

と関連する予算要求を行っている旨の報告がな

された。 

 

 まさにＪＲ連合が長きにわたり、鉄道用地外からの土砂・流木等による被害拡大の現状と対策

の必要性について声をあげ続けたことが実を結んだものといえる。まずは当該予算措置が確実に図

られるよう全力で取り組むとともに、道路法や電気事業法の規定に倣った鉄道関係法令への規定な

ども含め、実効性ある対策等の樹立に向け、各単組や関係議員等との連携を図っていく。 

以上 
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▲2019 年に発生した西日本豪雨では山からの 

土砂・倒木が鉄道施設に流入し、大きな被害となった。 

▲「森林整備保全事業計画（令和元年５月 28 日閣議決定）」 


